
懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

令 和 ３ 年 ( 2 0 2 1 年 ) 1 1 月 2 5 日 付

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208

番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

懲戒免職 令和元年秋頃、帯広市内のコンビニエンスストアで、雑誌等

十勝管内 高等学校 ２点（約1,700円相当）を窃取した。また、令和３年５月中旬

１ 頃、帯広市内の別のコンビニエンスストアで雑誌等２点（約

1,000円相当）を窃取した。さらに、同年７月15日（木）21時

教 諭 男 性 （59歳） 頃、同店舗で雑誌等２点（1,040円相当）を窃取した。

減給１か月 令和２年12月、担任する学級の児童の個人情報を記載したノ

室蘭市 小学校 給 料 の ートを、校外への持ち出しが禁止されているにもかかわらず持

２ 10分の１ ち出し、紛失した。

教 諭 男 性 （41歳）

停職６か月 令和３年４月30日（金）、せたな町内で飲酒した後、自家用

函館市 中学校 車を運転していたところ、ハンドル操作を誤り民家の車庫等に

３ 衝突し当該車庫等を一部損壊させた。その後、通報により駆け

付けた警察官に呼気検査を求められ、呼気検査の結果、酒気帯

教 諭 男 性 （57歳） び運転違反の基準値を超えるアルコール濃度が検出された。

減給１か月 令和３年７月15日（木）自家用車を運転中、小樽市朝里川温

仁木町 中学校 給 料 の 泉１丁目無番地付近の国道において、指定速度時速50キロメー

４ 10分の１ トルのところを時速81キロメートルで走行し、指定速度違反で

検挙された。

教 頭 男 性 （54歳）


